
久留米市屋外広告物条例の改正許可基準

（図 解）
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◆独立広告の基準

【現行許可地域】 【改正後】

【第１種許可地域】

【改正後】

【第２種許可地域】

表示面積 １基２０㎡以下

高さ

１０ｍ以下

表示面積 １面５０㎡以下

①の地域は適用外

②の地域は１面１００㎡以下

高さ

５ｍ以下

②の地域は１０ｍ以下
広告板

広告塔

高さ

１５ｍ以下

①②の地域は

３０ｍ以下

表示面積 １基５０㎡以下

高さ

１５ｍ以下

高さ

１５ｍ以下

高さ

１０ｍ以下

①商工業地域・・・近隣商業地域、商業地域、工業地域、工業専用地域

         用途地域の定めのない地域で、駅・バスターミナル・市役所又は事務所、事業所等

が概ね 20戸以上連たんしている地区を中心に半径 200ｍ以内の地域

②鉄道・国道・主要地方道から 100ｍ以上の地域

表示面積 １面５０㎡以下

①の地域は適用外

②の地域は１面１００㎡以下

１



◆屋上広告の基準

【現行許可地域】 【改正後】

【第１種許可地域】

【改正後】

【第２種許可地域】

ｈ

Ｈ

ｈ

Ｈ

広告物の高さ(H)は建築物の高さ(h)の 2/3 以下

地上高 50ｍ以下

ｈ

Ｈ

広告物の高さ(H)は建築物の高さ(h)の 1/3 以下

地上高 50ｍ以下

Ｈ

ｈ

ｈ

Ｈ

広告物の高さ(H)は建築物の高さ(h)の 1/2 以下

地上高 50ｍ以下

Ｈ

ｈ

２



◆壁面広告の基準

【改正後】

【第１種許可地域】

【改正後】

【第２種許可地域】

壁面
広告

表示する壁面面積の 1/5 以内

【現行許可地域】

壁面
広告

表示する壁面面積の 1/3 以内

壁面
広告

表示する壁面面積の 1/3 以内

商工業地域では 3/5 以内

壁面
広告

壁面
広告

３

商工業地域・・・近隣商業地域、商業地域、工業地域、工業専用地域

用途地域の定めのない地域で、駅・バスターミナル・市役所又は事務所、事業所等が

概ね 20戸以上連たんしている地区を中心に半径 200ｍ以内の地域



【現行許可地域】 【改正後】

【第１種許可地域】

【改正後】

【第２種許可地域】 突出広告

敷 地 道 路

表示面積３０㎡以下／壁面

突出広告

敷 地 道 路

表示面積２０㎡以下／個

道路境界から

１ｍ以下

歩道：高さ 2.5ｍ以上

車道：高さ 4.5ｍ以上

突出広告

敷 地 道 路

表示面積５㎡以下／壁面

◆突出広告の基準

４


